
議案第６５号 

 

   財産の取得に関し議決を求めることについて 

 

 次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39

年矢巾町条例第８号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 １ 取得する目的 

   町発注工事において発生する残土の処理及び除雪時の排雪場所として利用を図

るため。 

 

 ２ 取得する財産    

財産の所在地 種別 細目 数量 取得予定価格 

矢巾町大字広宮沢第３地割109番４ 土地 山林 11,642 ㎡ 16,298,800 円 

 

 ３ 取得の方法 

   買入れ 

 

 ４ 契約の相手方 

   

   

 

 

  令和４年10月25日提出 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 












































